
                        令和２年３月２日  

 

 日置市体育施設ご利用のみなさまへ 

 

 日置市教育委員会  

 

   新型コロナウイルス感染症対策に伴う日置市体育施設の利用 

制限について（お知らせ） 

 

 このことについて、私立を含む全ての公立学校の臨時休業に伴いこの期

間における日置市体育施設の利用を下記のとおりとしますので、皆様のご

理解とご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 対象 

 小中学生、高校生以下（日置市外も含みます） 

 

２ 期間（利用できない期間） 

小中学生 令和２年３月３日（火）から令和２年３月 25 日（水） 

高校生 令和２年３月３日（火）から令和２年３月 15 日（日） 

 

３ その他 

(1) 利用できない時間は午前８時 30 分から午後 10 時 00 分までとなり

ます。 

(2) 土日、祝祭日でも利用できません。 

(3) 個人及び保護者同伴であっても同じ取扱いです。 

(4) 部活動及びスポーツ少年団活動、民間のクラブ活動も含みます。 

(5) 状況によっては期間の短縮または延長もあります。 

 

 

 


